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　これは、
　・メタボリックシンドロームのメカニズムを理解すれ
　　ば、保健指導で生活習慣病の予防が可能である。
　・保健指導の対象者が明確になる。
　　・内臓脂肪の改善で予防できる対象を絞り込むこと
　　　ができる。
　　・リスクの数に応じて保健指導に優先順位をつける
　　　ことができる。
　　・発症を抑制し、重症化を防止するための対象者が
　　　明確になる。
　・腹囲という分かりやすい基準により、生活習慣の改
　　善による成果を自分で評価できる。
とされ、「対象者を的確に抽出し、リスクの数に応じた
指導を行う」ことにより、人材・資源・財源などを有効
に使用することができる。

３．標準的な健診・保健指導プログラム（確定版）
　国は、平成20年度からの健診・保健指導の実施に向け
て、科学的根拠に基づく健診・保健指導の徹底、健診・
保健指導の質の更なる向上、国としての具体的な戦略や
プログラムの提示が不十分などの課題を踏まえ、より具
体的な健診・保健指導のプログラムを作成するため、
「標準的な健診・保健指導の在り方に関する検討会」を
設置し、「標準的な健診・保健指導プログラム」の検討
を進め、平成18年８月、暫定版を作成し、これを基にモ
デル事業を実施した。
　モデル事業を踏まえて、さらに検討を加え平成19年４
月、確定版を作成した。
　内容は、
　・健診の標準化
　　・健診項目、判定基準の標準化により保健指導の対
　　　象者を絞り込むことができる。
　　・健診データの電子的提出様式を標準化
　・保健指導の標準化
　　・階層化基準の標準化により保健指導の対象者に優
　　　先順位をつけることができる。
　　・アウトソーシング基準により質の高い実施体制を
　　　確保
　　・保健指導データの電子的提出様式を標準化
　・データ分析・評価の標準化
　　・保健指導の成果を客観的に評価できる。
　　　（健診データの改善、リスクの減少、該当者・予
　　　備群の減少等）
　　・保健師・管理栄養士等の仕事を客観的に評価する
　　　ことができる。

栄養指導研究所長　河村　武彦

１．医療制度改革の目的とポイント
　食生活の乱れや運動不足などを原因として、生活習慣
病が年々増加している。生活習慣病は平成15年度の医療
費31兆５千億円の約３割を占め、死因別死亡割合の約６
割を占めている。
　高血糖、高血圧、脂質異常などの生活習慣病予備群も
増加の一途をたどり、これらは十分に治療が行われない
と脳卒中や心疾患、糖尿病合併症等へと進展し、医療費
を必要とするだけでなく、寝たきりや人工透析、失明な
どにより著しく生活の質を低下させ、介護が必要になる
場合も少なくない。
　こうしたなかで、国は、国民皆保険制度を持続可能な
ものとするためには、将来の医療費の伸びを抑えるため
の生活習慣病対策が重要であることから、医療制度改革
のポイントとして、平成20年度から40歳～74歳の被保険
者を対象に、①メタボリックシンドロームの概念を導入
した健診・保健指導の実施。②糖尿病等の生活習慣病・
予備群を25％削減する目標の設定。③医療保険者に健
診・保健指導の実施、データーの管理と実施計画の作成
を義務化。を行うこととした。
　健診・保健指導は、今までの生活習慣病対策で指摘さ
れていた課題を解決するため、これまでの保健師、管理
栄養士等の活動成果を踏まえ、新たな視点で生活習慣病
対策を充実・強化することになった。

２．メタボリックシンドロームの概念を導入した健診・
　保健指導
　平成20年度から行う健診・保健指導は「メタボリック
シンドロームの概念を導入」することになった。

「健診・保健指導」の概要と
管理栄養士の役割

栄養指導研究所だより

　平成19年度事業計画に新規事業として「健診・保
健指導担当者講習会」が計画され、この会報に講習
会の詳細が掲載されています。
　この事業の趣旨と今後の管理栄養士の役割につい
て解説します。
　なお、栄養日本１月号に厚生労働省健康局総務課
生活習慣病対策室長、矢島鉄也氏による「医療制度
改革における生活習慣病対策の意義と健診・保健指
導のあり方」が掲載されておりますので参考にして
下さい。
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図１　メタボリックシンドロームを標的とした対策が有効と考えられる３つの根拠

図２　これからの健診・保健指導
内臓脂肪型肥満に着目した生活習慣病予防のための健診・保健指導の基本的な考え方について
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「演習」を強化した「保健指導実践者育成研修」の「モ
デルプログラム」（ステップ1．2．3）を作成した。
　都道府県栄養士会はこれを基に研修プログラムを作成
し、日本栄養士会の認定を受けた研修会を実施する。
　健診・保健指導における特定保健指導（動機づけ支
援、積極的支援となった者を対象として行う指導）は、
「食生活の乱れを是正し、生活の中に運動を取り入れ
る」ことが中心をなすものであり、これは管理栄養士の
専門分野である。
　内臓脂肪型の肥満は、皮下脂肪型の肥満に比べて、食
事や運動によって容易に体重を減少させることができ
る。
　このため、１ケ月に１kg（腹囲約１㎝に相当）程度
の体重の減少は食事と運動を組み合わせることにより、
無理なくできることから、行動変容のための動機づけが
しやすい。
　また、腹囲という分かりやすい基準により、生活習慣
の改善による成果を自分で評価できることから、継続す
るための励みが得られるなど取り組みやすい側面があ
る。
　われわれ管理栄養士は、一人でも多くの者が「保健指
導実践者育成研修会」に参加して、メタボリックシンド
ロームに着目した健診・保健指導プログラムを理解する
とともに、行動変容につなげることのできる保健指導を
行うための知識・技術を習得して、健診・保健指導の開
始に備えなければならない。
　資料　標準的な健診・保健指導プログラム（確定版）

４．対象者の階層化と保健指導
　健診受診者を腹囲が男性85㎝以上、女性90㎝以上の者
を生活習慣病の程度によって階層化し、程度に応じた保
健指導を行う。

５．健診・保健指導プログラムの流れ（イメージ）
　「健診・保健指導プログラム（確定版）」に示される
健診・保健指導プログラムの流れ（イメージ）を図４に
示す。

６．健診・保健指導における管理栄養士の役割
　医療制度改革において、平成20年度から「健診・保健
指導を医療保険者が実施し、平成27年には糖尿病等の生
活習慣病有病者・予備群を25％減少させることを政策目
標として掲げている。（医療費の金額でなく、患者・予
備群の人数）
　この目標を達成するためには、健診後の保健指導を確
実に、そして効果的に実施する必要があり、医療保険者
が健診・保健指導事業を適切に企画、評価し、また、標
準的な健診・保健指導プログラムを踏まえた保健指導を
保健師、管理栄養士等が的確に実施することが必要にな
る。
　健診・保健指導プログラム（確定版）には、「健診・
保健指導の研修ガイドライン」があり、この中に「医
師、保健師、管理栄養士等に行う実践者育成研修プログ
ラム（1．基礎編、2．計画・評価編、3．技術編）」が
示されている。
　日本栄養士会は、この研修プログラムを基に、更に

図３　生活習慣病の程度と特定保健指導のレベル
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図４　内臓脂肪型肥満に着目した生活習慣病予防のための標準的な健診・保健指導プログラムの流れ（イメージ）
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[参考]
日本栄養士会：研修モデルプログラム
〈１〉基本研修モデルプログラム（Step 1）案　　最低所要時間　300分


